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道路管理者である大阪市長（以下「甲」という。）並びになんば広場（仮称）及びその周辺

エリアのまちづくりを担う大阪市計画調整局長（以下「乙」という。）並びに道路法（昭和27

年法律第180号。以下「道路法」という。）第48条の26第１項において歩行者利便増進計画の

認定を受けた者（以下「認定計画提出者」という。）である「●●●●」（以下「丙」とい

う。）は、認定された歩行者利便増進計画（以下「認定計画」という。）の履行に関し、必要

な事項について、次のとおり基本協定（以下「本基本協定」という。）を締結する。 

 

第１章 総則 

 

（事業の目的） 

第１条 本事業は、甲乙丙がより積極的に協力し、令和４年７月に大阪市が作成した「なんば

駅周辺における空間再編推進事業整備プラン」および都市再生整備計画「なんば駅周辺地区」

に定めた目標、整備方針等に沿って、エリアの一層の活性化を図るために整備されたなんば

広場（仮称）の道路空間を有効活用し、道路法第48条の23に基づく道路の占用及び公募の実

施に関する指針（以下「公募占用指針」という。）に規定する歩行者利便増進施設等（以下

「公募対象歩行者利便増進施設等」という。）である景観形成広告塔等やイベント施設等を

設置して収益活動業務を行い、その収益を用いて、当地区の道路空間を良好に維持するため

の地域環境保全に関する業務やにぎわいの創出、安心で安全な環境づくり、地域情報等の発

信及び地域との連携といった都市再生及び歩行者の利便増進に資する非収益活動業務を実施

（以下、これらの業務を総称して「本件業務」という。）するものであり、これにより、エ

リアマネジメントによる車中心から人中心への空間再編・観光拠点の推進を目指すもの。 

 

 

（歩行者利便増進計画の認定、許可） 

第２条 甲は、道路法第48条の26に基づき丙が提出した歩行者利便増進計画を認定し、本基本

協定第６条第１項に掲げる公募占用指針に規定する公募対象歩行者利便増進施設等について、

道路法第32条第１項又は第３項に基づく道路の占用の許可を発する。 

２ 丙は、法令等を遵守しつつ、前項の許可処分に基づき、市道南北線（通称：なんば広場

（仮称））に設ける歩行者利便増進施設等に係る公募占用指針（以下、「本公募占用指針」

という。）、認定計画、本基本協定及び甲乙丙が各事業年度（本基本協定で事業年度とは、

７月１日から翌年６月30日までをいう。ただし、１年度については、令和７年９月１日から

令和８年６月30日までを事業年度とする。）に締結する協定（以下「年度協定」という。）

に従い、誠実かつ公正、公平に本件業務を実施するものとする。 

３ 甲乙丙は、毎年度、当該年度の前年度末日までに、本件業務に係る次の各号の内容につい

て、年度協定として締結するものとする。 

(１)  本件業務の細目に関すること 
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(２)  認定計画に記載の収支計画に差が生じた場合に関すること 

(３)  協定期間に関すること 

(４)  成果指標に関すること 

(５)  事業計画に関すること 

(６)  事業報告書に関すること 

(７)  違約金に関すること 

(８)  その他、本件業務の実施に関すること 

 

(優先順位) 

第３条 本基本協定に定めのない事項については、認定計画、本公募占用指針並びに当該公募

にあたっての質問の回答及び追加資料（以下、これらを総称して「認定計画等」という。）

の記載内容が適用されるものとし、これらに定めのない事項については、甲乙丙協議の上、

本基本協定及び年度協定においてこれを定めるものとする。 

２ 本基本協定及び認定計画等においてそれぞれ定める規定に相反するものがある場合、本基

本協定の規定が優先するものとする。 

 

(協定期間) 

第４条 本基本協定の期間は、協定締結日から令和11年12月31日（認定計画の有効期間（令和

11年6月30日（予定））終了日の６カ月後）までとする。 

 

（認定計画の変更） 

第５条 丙は、本件業務の実施にあたり、道路法第87条第１項に規定する基準等を踏まえ、災

害等による道路状況の変化、景況による需要の変化により占用の期間を短縮する場合等、真

にやむを得ない事情により、認定計画を変更する必要がある場合には、甲に変更の認定を受

けなければならない。また、周辺の交通実態等について当初予想されなかった変化があり、

関係機関から認定計画の変更を求められた場合に、甲は丙に認定計画の変更を求めることと

する。 

２ 丙は、認定計画として認定を受けた公募対象歩行者利便増進施設等のうち、広場の運用状

況等に照らして占用に関する計画の変更が必要な場合は、認定計画を変更し、変更の認定を

受けなければならない。 

３ 丙は、第31条に掲げる自己点検や事業評価等を踏まえ、認定計画に掲げる公募対象歩行者

利便増進施設等の構造変更又は占用範囲の変更を伴う業務拡充の提案を行う場合、甲と協議

の上、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであることが認めら

れるものに限り、公募対象歩行者利便増進施設等の構造変更等を行うことができるものとす

る。その場合、丙は、事業計画が具体化した時点で甲乙と協議を行い、認定計画を変更し、

甲の変更の認定を受けなければならない。 

４ 丙は、第31条に掲げる自己点検や事業評価等を踏まえた、構造変更又は占用範囲の変更を

伴わない公募対象歩行者利便増進施設等の機能充実や、道路維持管理業務などの公募対象歩
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行者利便増進施設等の設置を伴わない非収益活動業務の変更などの提案を行う場合は、甲乙

と協議の上、本基本協定又は年度協定で対応するものとする。 

 

（本件業務の対象施設） 

第６条 丙が設置及び管理運営を行う公募対象歩行者利便増進施設等は次のとおりとする。 

(１)  認定計画に基づく公募対象歩行者利便増進施設等であり、道路法第33条第２項第３号に

基づく利便増進誘導区域として指定された市道南北線（通称：なんば広場（仮称））に設

置する景観形成広告塔等（デジタルサイネージ・広告バナー等）（本公募占用指針２（３）

１）に掲げる公募対象歩行者利便増進施設等Ａ（以下「施設等Ａ」という。）） 

(２)  同上に設置するベンチ等及びイベント施設等（本公募占用指針２（３）１）に掲げる公

募対象歩行者利便増進施設等Ｂ（以下「施設等Ｂ」という。）） 

(３)  同上に設置する案内サイン等（本公募占用指針２（３）１）に掲げる公募対象歩行者利

便増進施設等Ｃ（以下「施設等Ｃ」という。）） 

(４)  同上に設置するベンチ等及びイベント施設等（本公募占用指針２（３）１）に掲げる公

募対象歩行者利便増進施設等Ｄ（以下「施設等Ｄ」という。）） 

(５)  同上に設置するイベント施設等（本公募占用指針２（３）１）に掲げる公募対象歩行者

利便増進施設等Ｅ（以下「施設等Ｅ」という。）） 

(６)  認定計画に基づく道路占用施設等であり、市道南北線（通称：なんば広場（仮称））に

設置するカメラ等（本公募占用指針２（３）１）に掲げる公募対象道路占用施設等Ｆ（以

下「施設等Ｆ」という。）） 

(７)  認定計画に基づく道路占用施設等であり、市道南北線（通称：なんば広場（仮称））に

設置する無線基地局（本公募占用指針２（３）１）に掲げる公募対象道路占用施設等G

（以下「施設等G」という。）） 

(８)  認定計画に基づく本件業務のうち、丙の提案業務において設置する案内サイン等（本公

募占用指針２（３）２）に掲げる公募対象歩行者利便増進施設等H（以下「施設等H」と

いう。）） 

(９)  認定計画に基づく本件業務のうち、丙の提案業務において設置する食事施設、購買施設、

その他これらに類する施設（本公募占用指針２（３）２）に掲げる公募対象歩行者利便増

進施設等Ｉ（以下「施設等Ｉ」という。）） 

(１０)  認定計画に基づく本件業務のうち、丙の提案業務において設置する景観形成広告塔

等（本公募占用指針２（３）２）に掲げる公募対象歩行者利便増進施設等Ｊ（以下「施設

等Ｊ」という。）） 

２ 丙が本件業務として第７条第１項各号に掲げる業務を実施する道路施設等は、認定計画に

基づく範囲とし、本公募占用指針３に定めるとおりとする。 

 

（本件業務の範囲） 

第７条 本件業務の範囲は、次のとおりとする。 

(１)  地域環境保全に関する業務 
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(２)  にぎわい創出にかかる業務 

(３)  広告に関する業務 

(４)  安全で安心な環境づくりに関する業務 

(５)  地域情報等の発信及び地域との連携業務 

(６)  利益確保時に必須業務となる業務 

(７)  効果測定・検証に関する業務 

(８)  次期占用者への移行に関する業務 

２ 丙は第１項の業務の実施に当たっては、別途、甲乙と協議の上、あらかじめ事業計画を乙

に提出し、承認を得なければならない。乙の承認後、丙は甲に事業計画を提出することとす

る。 

３ 丙は、前項の事業計画を提出するにあたり、認定計画の内容に変更が生じた場合は、第５

条の規定に基づく認定計画の変更の事業計画を乙に提出し、承認を得た上で、甲に提出しな

ければならない。 

４ 公募占用指針３（１）地域環境保全に関する業務を実施するにあたり、本基本協定締結後

別途、甲丙で「道路の維持管理における確認書（仮称）」を締結すること。 

５ 丙は、本件業務の実施について、都市再生整備計画の目標及び指標の達成度合について検

証するため、成果指標とそれにかかる目標値を設定し、乙の承認を得るとともに、成果指標

とそれにかかる目標値については、年度協定で定めなければならない。 

 

（施策への協力） 

第８条 丙は、甲及び乙が実施する施策及び事業に協力しなければならない。 

 

（道路の占用の許可） 

第９条 丙は、認定計画に基づき第６条第１項に示す公募対象歩行者利便増進施設等に係る道

路の占用の許可申請を行い、甲の許可を得なければならない。 

２ 丙は、第６条第１項第１号（うち、デジタルサイネージ等）、第２号（うち、ベンチ等）、

第３号、第６号及び第７号に掲げる公募対象歩行者利便増進施設等について、認定計画の認

定日から原則15日以内に占用許可申請の手続きを行わなければならない。第６条第１項第１

号（広告バナー等）、第２号（うち、イベント施設等）、第４号、第５号、第８号、第９号

及び第10号に掲げる公募対象歩行者利便増進施設等については、認定計画に基づく本件業務

に伴い、道路占用の必要が生じるたびに占用許可申請の手続きを行わなければならない。 

３ 丙は、第６条第１項各号に掲げる公募対象歩行者利便増進施設等について、第５条に基づ

き認定計画の変更が生じる場合、変更の認定日から原則15日以内に占用許可申請の手続きを

行わなければならない。 

４ 前２項の占用許可申請の手続きを、特段の理由無く丙が行わない場合は、甲は認定計画の

認定を取り消しするものとする。 

５ 第２項のうち第６条第１項第１号（うち、デジタルサイネージ等）、第２号（うち、ベン

チ等）、第３号、第６号及び第７号に掲げる公募対象歩行者利便増進施設等の占用期間は、
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認定計画の有効期間である令和11年６月30日までとする。 

６ 第６条第１項各号に掲げる公募対象歩行者利便増進施設等のうち、同項第７号に掲げる施

設G以外の施設等については、占用料は免除とする。 

７ 丙は、認定計画に基づき第６条第７号に掲げる施設Gの占用料の額（水平投影面積１㎡当

たり年額8,200円）を甲に支払う。なお、占用料算出の対象となる面積は、認定において示

された施設等の面積とする。 

８ 丙は、事業年度ごとに甲が発行する納入通知書により納入期限内に占用料をそれぞれ納付

するものとする。ただし、当該許可日や許可期限日の属する年で、占用許可の期間が１年に

満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨て

るものとする。 

 

（本件業務にかかる経費及び利益の取扱い） 

第10条 本件業務にかかる経費及び利益の取扱いについては、公募占用指針４（３）に定める

とおりとし、認定期間内の本件業務の業務費、公租公課、応募にかかる費用その他本指針に

て規定する費用等業務を実施するにあたり必要な一切の費用を丙が負担するものとする。 

２ 丙は、毎年度の収入の実績額が、認定計画の収入の提案額を下回った場合であっても、原

則として、丙が行う業務の内容は変更しないものとし、認定計画に記載のとおり業務を実施

するものとする。なお、本件業務の収入の総額が経費の総額を下回った場合であっても、そ

の差額は丙が負担し、甲乙は補填等を行わないものとする。 

３ 本件業務のうち、イベント関連業務を除く業務における経費の総額（公募占用指針５（３）

３）に掲げる「その他業務経費基本額」）が、認定計画に記載の金額を上回った場合、その

差額は本件業務の経費に含めないものとし、丙の負担とする。 

４ 本件業務のうち、イベント関連業務における経費の総額（公募占用指針４（３）３）に掲

げる「イベント関連業務経費基本額」）が、認定計画に記載の金額を上回った場合、その差

額の取扱いについては乙丙協議の上で決定するものとし、イベント関連業務の収益向上に向

けた経費やその他イベント関連業務のために必要な経費と認められない経費については、本

件業務の経費に含めないものとし、丙の負担とする。 

５ 丙の実績業務量が提案業務量を下回る場合は、甲乙丙協議の上、丙は未実施分の業務量に

相当する非収益活動を実施するものとする。この場合、未実施となった業務量の算定につい

ては、一般に公正妥当と認められる方法により丙が業務量を算定した書面を甲及び乙に提出

し、実施する業務の内容を甲及び乙が指示するものとする。 

６ 前項の規定による認定有効期間内に未実施業務の代替となる非収益活動が、やむを得ず実

施できなかった場合は、その業務量を丙が一般に公正妥当と認められる方法により金額換算

したものを書面で甲及び乙に提出し、各年度の翌年度の７月31日までに丙が甲又は乙にその

金額を支払うものとする。なお、これらの金額の確認及び納付の方法は、別途甲又は乙によ

り指示するものとする。 

7 丙は、公募占用指針４（11）２）に基づき、各事業年度の翌事業年度の7月31日までに、事

業収支報告書を乙の承認を得たうえで甲に提出するものとする。 



6 

 

8  乙は、前項により提出された書面に従い、公募占用指針４（11）２）に基づく本件業務にか

かる利益額を確認し、丙に通知するものとする。 

9  前項で通知された利益額の50％に相当する行政還元額の使途については、甲乙丙協議の上で

決定するものとし、その内容に応じて年度協定を変更するものとする。 

10 丙は、前項の書面で各事業年度終了後に利益の残余が生じ翌事業年度に繰越さない場合や、

最終事業年度終了後に利益の残余が生じている場合においては、公募占用指針４（３）２）

の規定に基づき、残余額を甲又は乙に支払うものとする。 

11 丙は、甲又は乙の請求に基づき前項の規定による残余額を別表１に定める納付期限までに

甲又は乙に納付するものとする。 

 

（公租公課） 

第11条 本件業務に関連して生じる公租公課は、丙が負担する。 

 

第２章 丙の責任 

（法令上の責任） 

第12条 丙は、労働基準法（昭和22年法律第49号）、職業安定法（昭和22年法律第141号）、

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法

律第123号）その他関係法令の規定を遵守しなければならない。 

 

（善管注意義務） 

第13条  丙は、本基本協定、年度協定、本公募占用指針、認定計画及び認定計画等を遵守し、

認定計画の提案内容を実現すべく、善良な管理者の注意をもって本件業務を執行しなければ

ならない。 

 

（業務責任者） 

第14条 丙は、本件業務の実施及び公募対象歩行者利便増進施設等の設置・管理運営に必要な

知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通

知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。 

２ 業務責任者は、本基本協定及び年度協定の履行に関し、本件業務の管理及び統轄を行うほ

か、前項に定める通知、第31条第２項に定める報告、第33条に定める事業報告、認定の辞退

に係る権限を除き、本基本協定及び年度協定に基づく丙の一切の権限を行使することができ

る。 

 

（第三者委託等の制限） 

第15条 丙は、本件業務の全部を一括して、又は甲が本公募占用指針に指定した主たる業務を

第三者委任（業務を大阪市以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形

式を問わない。以下同じ。）してはならない。 
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２ 丙は、本件業務の一部を第三者委託する場合は、乙の指定する書面により承諾を得なけれ

ばならない。なお、書面の記載事項を変更しおうとする場合も同様とする。 

３ 甲は、丙に対して、前項に規定する書面に記載した第三者委託先の商号又は名称、委託内

容、委託依頼理由書等の事項の他、必要な事項の通知を請求することができる。 

 

４ 甲は、第２項及び第３項の規定により丙から得た情報について、必要に応じて公開するも

のとする。 

５ 丙は第２項の規定により第三者委託した業務を一括して、再々委託等（業務を第三者委託

先から大阪市以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わない。

以下同じ。）させてはならない。 

６ 丙は、当該業務の一部を再々委託等させようとするときは、あらかじめ、再々委託等させ

る業務の履行体制等を書面により、乙の確認を受けなければならない。なお、書面の記載事

項を変更しようとする場合も同様とする。 

７ 丙は、第２項の規定により第三者委託及び前項の規定による再々委託等（以下、「第三者

委託等」という。）した場合、乙に対し、その第三者委託等に基づく行為全般について責任

を負うものとする。 

８ 丙は、第２項及び第６項の規定により本件業務の一部を第三者委託等する場合は、当該第

三者委託等相手方に個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保

護法」という。）第66条第２項において準用する同条第１項の規定を遵守させなければなら

ない。 

８ 丙は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止期間中の者又は大阪市契約

関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者を本件業務の一部の第三者

委託等の相手方としてはならない。 

９ 丙は、第２項及び第６項の規定により本件業務の一部を第三者委託等する場合は、当該第

三者委託等の相手方から大阪市暴力団排除条例（平成23年大阪市条例第10号。以下、「暴力

団排除条例」という）第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

同条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）でない旨の

誓約書を徴し、乙に提出しなければならない。ただし、乙が必要でないと判断した場合はこ

の限りでない。 

10 丙は、第２項及び第６項の規定による第三者委託等相手方の役員等が暴力団員又は暴力団

密接関係者に該当することを知ったときは、直ちに乙に報告し、その指示に従い、必要な措

置をとらなければならない。 

 

（権利義務の譲渡制限等） 

第16条 丙は、本基本協定又は年度協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承さ

せ、又はその権利を担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ書面により乙

の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 丙は、本件業務を実施する上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その
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他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により乙の承諾を得た場合は、

この限りでない。 

 

（秘密の保持） 

第17条 丙は、本基本協定及び年度協定の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 丙は、本件業務に関わって作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（以下「対象

文書等」という。）並びにその写しを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

ただし、あらかじめ書面により乙の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 丙は、自己の業務責任者及び業務従事者その他関係人に前２項の義務を遵守させるために

必要な措置を講じなければならない。 

４ 丙は、占用許可期間の満了又は占用許可の取消し後においても、前３項の義務を遵守しな

ければならない。 

 

（事故等への対応） 

第18条 丙は、甲及び乙と協議の上、事故、災害等に対応するための体制を整備しなければな

らない。 

２ 丙は、事故（個人情報等の漏えい、滅失、き損等を含む。）が発生した場合に備え、甲、

乙、及びその他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅

速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を甲及び乙に報告しなければならない。 

３ 本件業務の実施中に災害等が発生した場合、丙は、直ちに安全確保及び被害拡大の防止策

を講じるとともに、速やかに大阪市に状況を報告し、その指示に従わなければならない。 

４ 本件業務の実施中に事故が発生した場合、丙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、

直ちに事故拡大の防止策を講じるとともに、速やかに甲及び乙にその旨を報告し、その指示

に従わなければならない。 

5 前項の場合、丙は、当該事故の詳細について遅滞なく書面により甲及び乙に報告するとと

もに、その後の具体的な再発防止策について甲及び乙の指示に従わなければならない。 

6 甲は、緊急性を要する場合、丙に事前に告知することなく応急処置ができるものとする。

但し、緊急性を要しない場合は丙に通知の上、対応するものとする。 

7 甲は、緊急性を要する理由により、前項の規定に基づき、丙に対し無告知で応急処置を行

った場合、事後に丙に通知するものとする。 

8 甲が実施する道路施設の応急処置について、地震や大雨等による天災や道路陥没等の予期

せぬ事故等によりやむをえず丙の設置する占用物件の除却が必要となる場合、丙は甲に対し

求償権を有しない。 

 

（臨機の措置） 

第19条  丙は、本件業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨

機の措置をとらなければならない。この場合において、丙は、あらかじめ、乙の同意を得な

ければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 
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２ 前項の場合においては、丙は、その行った措置の内容を乙に直ちに通知しなければならな

い。 

３ 乙は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、丙に対して臨機の措置をと

ることを請求することができる。 

4   臨機の措置を行うにあたり、道路管理上支障が生じる状況に至っている場合、または支障

が生じることが予見される場合、前３項の「乙」を「甲及び乙」に読み替えるものとする。 

5 丙が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費

用のうち、本件業務にかかる経費の範囲において丙が負担することが適当でないと甲及び乙

が認める部分については、甲又は乙がこれを負担する。 

 

（文書管理及び情報公開） 

第20条 丙は、大阪市公文書管理条例（平成18年大阪市条例第15号）の趣旨にのっとり、対象

文書等を適正に管理するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 丙は、大阪市情報公開条例（平成13年大阪市条例第３号）の趣旨にのっとり、公募対象歩

行者利便増進施設等の管理に関する情報を公開するために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

３ 丙は、対象文書等について、適正に管理し、別表２に定める保存期間が満了するまでの間

保存しなければならない。４ 乙は、乙が保有していない対象文書等について開示の申出が

あったときは、丙にその写しを提出するように求めるものとする。 

５ 丙は、特段の事情がない限り、前項の規定による求めを拒むことができない。 

６ 丙は、認定期間の満了又は認定の取消しと同時に、乙の指示に従い、対象文書等及びその

写しを乙又は新たな認定計画提出者に引渡し又は廃棄しなければならない。 

７ 丙は、前項の規定による引渡し又は廃棄を完了したときは、書面により乙にその旨を報告

しなければならない。 

 

 

（個人情報等の保護） 

第21条 丙は、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報保護法、大阪市個人情報の保護に関す

る法律の施行等に関する条例（令和５年大阪市条例第５号）、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）及びその他の関連する

法令等の趣旨を踏まえ、本基本協定及び年度協定の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き

損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制を整備し、措置を講じなければならない。 

２ 丙は、自己の業務責任者及び業務従事者その他関係人に前項の義務を遵守させなければな

らない。 

３ 丙は、認定期間の満了又は認定の取消し後においても、前２項の義務を遵守しなければな

らない。 

４ 丙は、本件業務に係る個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけ

ればならない。 
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５ 丙は、本基本協定及び年度協定の履行にあたって、情報セキュリティポリシー及び情報セ

キュリティ実施手順に規定されている丙が守るべき事項を遵守しなければならない。 

 

（個人情報等の管理） 

第22条 丙は、本件業務の実施のために丙の保有する磁気ディスク、磁気テープ、パンチカー

ド、紙その他の記録媒体及び甲から提供された資料、貸与品等（以下「記録媒体等」とい

う。）に保有するすべての個人情報等の授受、搬送、保管、廃棄等について、個人情報の安

全管理を総括し、統一的な管理に必要な連絡調整を行わせるため、個人情報保護管理者を定

めるとともに、管理状況を記録するため台帳等を作成するなど適正にこれを管理しなければ

ならない。 

２ 丙は、施錠可能な保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納するなど記録媒体

等を適正に管理しなければならない。 

３ 丙は、記録媒体等について、乙の指示に従い、廃棄、消去、返却等を完了した際には、そ

の旨を書面により乙に報告しなければならない。 

４ 丙は、乙からの求めに応じ、個人情報等の管理状況について書面により報告しなければな

らない。 

５ 丙は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者へ提供

してはならない。ただし、本件業務の一部を第三者委託等する場合において、書面による乙

の同意を得た場合はこの限りではない。 

６ 丙は、前項ただし書の同意を得て記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を第三者へ提

供した場合、第三者に対し前条各項及び本条各項の規定を遵守させなければならない。 

７ 丙は、乙が指定する場合を除き、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部へ持ち

出してはならない。 

８ 丙は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、

書面による乙の同意を得た場合は、この限りでない。 

９ 前項ただし書の同意を得て作成された複写複製物の管理については、前各項までの規定を

準用する。 

10 丙は、丙の保有する個人情報に関し、個人情報保護法の規定に基づき、その個人情報の本

人から開示、訂正若しくは利用停止の請求又は情報の提供の申出があったときは、必要な措

置をとらなければならない。 

11 丙は、認定期間の満了又は認定の取消しにより本件業務を終了したときは、乙の指示に従

い、個人情報等の返却、廃棄等の措置をとらなければならない。 

12 前項の個人情報等の廃棄に当たっては、焼却、裁断、消去等当該個人情報等が第三者の利

用に供されることのない方法をとらなければならない。 

13 丙の故意又は過失により個人情報等の漏えい、滅失、き損等を行ったときは、丙は、これ

によって生じた損害を賠償しなければならない。 

14 個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、乙は丙に対し、改善を指導するととも

に、乙が丙の管理状況が適切であると認められるまで本件業務の全部又は一部を停止させる
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ことができる。 

15    乙は、丙が個人情報保護法第66条第２項において準用する同条第１項の規定に違反してい

ると認めるとき、又は当該業務に従事する者が同法第67条の規定に違反していると認めると

きは、丙に対し、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を求めることができる。  

16   乙は、本件業務に関し、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当

該事故に関する情報を公表することができる。 

 

（教育の実施） 

第23条 丙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件業務における業

務責任者及び業務従事者が遵守すべき事項、その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修

を業務責任者及び業務従事者その他関係人に対し実施するよう努めなければならない。 

 

（公正な職務の執行に関する責務） 

第24条 丙及び職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例（平成18年大阪市条例第16号。

以下「公正職務条例」という。）第２条第８項に規定する委託先事業者の役職員（以下「役

職員」という。）は、本件業務の実施に際しては、公正職務条例第５条の責務を果たさなけ

ればならない。 

２ 丙は、本件業務について、公正職務条例第２条第１項の公益通報を受けたときは、速やか

にその内容を乙に報告しなければならない。 

３ 丙は、公益通報をした者又は公益通報に係る対象事実に係る調査に協力した者から公正職

務条例第12条第１項の申出を受けたときは、直ちにその内容を乙に報告しなければならない。 

４ 丙及び役職員は、公正職務条例の規定に基づく乙及び大阪市公正職務審査委員会の調査に

協力しなければならない。 

５ 役職員又は役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入） 

第25条 丙は、本件業務の実施に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要

求を受けたときは、速やかに乙に報告するとともに、警察へ届出を行わなければならない。 

２ 丙は、本件業務の一部を第三者委託等した者が暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又

は不当要求を受けたときは、速やかに乙に報告するとともに、警察へ届出を行うよう指導し

なければならない。 

３ 丙は、前２項の規定により報告を受けた乙の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しな

ければならない。 

 

（人権研修の実施） 

第26条 丙は、本件業務の従事者が人権について正しい認識を持ち本件業務を遂行するよう、

適切な研修を実施しなければならない。 
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（職員の雇用） 

第27条 丙は、障害（がい）者雇入れ計画書に基づき、職員を雇用しなければならない。 

２ 丙は、乙からの求めに応じて、障がい者の雇入状況を報告しなければならない。 

３ 丙は、認定期間中に障がい者雇用率が、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第１項

に定める法定雇用率を下回った場合は、乙に障害（がい）者雇い入れ計画書を提出し、計画

に基づき職員を雇用しなければならない。 

 

 

第３章 本件業務の実施に当たっての負担区分等 

（損害賠償に係る費用負担） 

第28条 本件業務の実施に当たって生じた損害に係る賠償費用は、丙が負担するものとする。

ただし、甲又は乙の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、甲又は乙が負担す

る。 

２ 本件業務の実施に当たって第三者に及ぼした損害に係る賠償費用は、丙が負担するものと

する。ただし、甲又は乙の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、甲又は乙が

負担する。 

 

（リスク負担） 

第29条 本件業務の実施に当たってのリスク負担については、別表３のとおりとする。ただし、

別表３に定めがない事項については、甲、乙及び丙の協議の上、決定するものとする。 

 

（保険加入） 

第30条 丙は、本件業務を実施するに当たっての事故等に対応するため、リスクに応じた必要

な保険に加入しなければならない。 

２ 丙は、前項の規定により加入した保険について、その内容を証する書類の写しの提示等に

より乙に報告しなければならない。 

 

第４章 点検、監督指導及び事業報告 

（点検、評価、報告及び監督指導等） 

第31条 丙は、都市再生整備計画区域の道路の通行者及び利用者の意見、要望等を把握し、本

件業務に反映させるため、利用者から意見を聴取するとともに、認定計画等や本基本協定及

び年度協定、事業計画に沿って本件業務を適正に履行しているかどうかについて、甲、乙及

び丙協議の上項目を定め、毎月自己点検を行わなければならない。 

２ 丙は、前項の規定による毎月の自己点検の結果を翌月末までに乙に報告するとともに、前

項の規定による意見聴取及び「事業実施による効果測定・検証業務」の実施に伴う効果検証
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結果について、毎年定期的に集約し乙に報告を行い、乙の承認を得たうえで甲に報告しなけ

ればならない。 

３ 乙は、本件業務の適正な履行を期するため、丙に対して、前項の規定による事業報告のほ

か本件業務又は経理の状況に関し報告を求めることができる。乙は、丙に対して、監督、検

査又は実地調査し、必要な指示をすることができる。 

４ 乙は、前２項の規定による報告、監督、検査又は実地調査及び第33条の事業報告書等を踏

まえ、適宜、外部有識者の意見を聴取し丙の評価を行うこととする。 

５ 前項の規定による評価において、丙が行う本件業務の履行状況が認定計画等、本基本協定

又は年度協定に定める仕様、道路占用許可条件を満たしていない等、管理運営が適切に行わ

れていないと乙が判断した場合、甲に速やかに報告するものとし、甲及び乙は丙に対してそ

の改善を指示することができる。 

６ 丙は、第３項の規定による報告、監督、検査、実地調査の請求があったときはこれに協力

し、又は前項の指示があったときはこれに従わなければならない。 

７ 乙は、必要と認めるときには、第３項及び第４項に定める業務の一部を第三者に委託する

ことができる。この場合において、丙は、本件業務に関して、当該第三者に第２項及び第３

項に定める報告を行い、当該第三者が行う第３項に定める監督、検査又は調査を受けなけれ

ばならない。 

８ 乙及び丙は、本件業務を実施するにあたり、本件業務の問題点、課題等の解決を行うため

協議し調整を行う場、及び都市再生整備計画に掲げる目標の達成状況等を議論し、調整する

場として調整会議を設置するものとする。調整会議の開催については、乙を調整者とする。 

９ 丙は、本件業務の収支状況を記した書類については、毎月作成し乙に提出するとともに、

一事業会計年度が終了するごとに、公認会計士において、一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠した監査を行い、その監査報告書を添付し乙に提出し、乙の承認を得たうえで

甲へ提出しなければならない。 

10 乙は、本件業務の適正な履行にあたり、第5項に基づく判断を行う場合や第5条に基づく認

定計画や本基本協定の変更が予見される場合、その他業務の適正な履行に際して疑義が生じ

た場合には、速やかに甲に協議または報告をしなければならない。 

11 甲は、本件業務の適正な履行を期するため、必要に応じて乙及び丙に対し、第３項の規定

による報告、監督、検査、実地調査の請求ができるものとし、乙及び丙はこれに協力しなけ

ればならない。 

12 前３項の協議、報告、確認のために必要に応じて甲が第８項に基づく調整会議に出席する

ことができるものとする。 

13 甲は、自らの意思で第８項に基づく調整会議に出席することができるものする。 

 

（業務内容の変更、中止等） 

第32条 甲及び乙は、必要があると認めるときは、本件業務の内容を変更し、又は本件業務の

一時中止を丙に指示することができる。 

２ 丙は、本基本協定第５条第１項、第３項及び第４項に示す業務拡充の提案を実施する場合
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は、あらかじめ書面により乙に確認のうえ甲へ提出し、甲の承認を受けて実施することがで

きる。ただし原則として、認定計画の水準を下回る提案及び変更を実施することはできない。 

 

（事業報告書） 

第33条 丙は、毎月、本件業務について、当該年度の事業内容と収支を報告する書類(以下

「事業報告書」という。)を作成し、翌月末までに乙に提出し、乙が当該業務に関する評価

を実施するものとする。報告内容としては、本件業務の実施状況、都市再生整備計画区域内

の道路の通行・利用状況、広告収入等の収入の実績や本件業務に要した経費等の収支状況、

本件業務の実施に対する自己評価等の事項とし、詳細は別途甲乙より指示するものとする。 

２ 前項の事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。 

(１)  丙の名称 

(２)  主たる事務所の所在地 

(３)  代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先 

(４)  年度の区分 

(５)  本件業務の実施状況 

(６)  成果指標にかかる目標値に対する達成状況 

(７)  本件業務における収入実績及び業務に要した経費等の収支状況 

(８)  その他甲が本件業務の履行状況を把握するために必要と認める事項 

３ 乙は、第１項の事業報告書の受理後、速やかに確認を行い、必要があると認めるときは、

丙に対して本件業務又は経理の状況に関して報告を求めることができる。甲は、検査又は実

地調査し、必要な指示をすることができる。 

４ 第31条第６項の規定は、前項の規定による報告の請求、調査又は指示があったときについ

て、これを準用する。 

 

第５章 認定の取消し等 

（認定の取消し又は本件業務の停止）  

第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、認定を取り消し、又は本件業務の全部

若しくは一部を停止させることができる。 

(１)  丙が第９条第４項の規定に該当する場合、又は丙が認定計画に基づく公募対象歩行者利

便増進施設等の設置をしなかったとき 

(２)  丙が第31条第３項又は同条第６項若しくは第33条第３項の指示に従わないとき 

(３)  丙が正当な事由なく本件業務に着手しないとき 

(４)  丙が占用又は本件業務の実施について不正な行為を行ったとき 

(５)  丙が本基本協定又は年度協定に違反したとき 

(６)  丙が正当な理由なく公正職務条例の規定に基づく調査に協力しないとき、又は同条例の

規定に基づく勧告に従わないとき 

(７)  丙の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとき 
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(８)  丙の第三者委託先が暴力団員又は暴力団密接関係者と知りながら契約したとき、若しく

は暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとは知らずに契約した場合で、当該契約につ

いて甲からの契約解除の求めに応じないとき 

(９)  前各号に定めるもののほか、甲が丙による占用許可又は本件業務の実施を継続すること

が適当でないと認めるとき 

 

（認定計画提出者の地位の辞退等） 

第35条 丙は認定期間内において、認定計画提出者の地位を辞退しようとするときは、本件業

務を行わないこととなる日の６月以上前までに、甲に申し出なければならない。 

２ 甲は、前項の申出がやむを得ないものと認められる場合は、丙の認定計画提出者の地位を

取り消すことができる。 

３ 丙は、前２項の規定により認定計画提出者の地位を取り消された場合は、年度協定におい

て定める額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。 

４ 前項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部とは解釈しない。 

 

（損害賠償） 

第36条 丙は、第34条又は前条第２項の規定による認定の取消し又は本件業務の停止命令によ

って甲又は乙に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 甲又は乙は、第34条及び前条第２項の規定に基づく、認定の取消しや本件業務の全部若し

くは一部の停止により丙に生じた損害については、これを賠償しない。 

 

（認定の取消しの特例） 

第37条 甲は、法人の合併等やむを得ない事情により再度の認定が必要となる場合など、特段

の事情により認定の取消しが必要であると甲が判断した場合、前3条の規定に関わらず、違

約金及び損害賠償を求めないことができるものとする。 

 

（認定の取消し等の公表） 

第38条 甲は、第34条又は第35条第２項の規定により認定を取り消し、又は本件業務の停止を

命じた場合、丙の商号又は名称及び所在地、その理由等を公表するものとする。 

２ 前項の場合において、丙が第34条第７号又は第８号に該当するときは、その具体的内容を、

本件業務の停止を命じたときはその範囲及び期間をあわせて公表するものとする。 

 

（事情変更による認定の取消し等） 

第39条 第34条及び第35条第２項に定める場合のほか、甲が事情変更により本件業務の継続等

が困難と判断した場合は、認定の取消し又は本件業務の全部若しくは一部の停止について、

丙に協議を求めることができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定による協議に基づき、認定の取消し又は本件業務の全部若しくは一部の

停止を行うものとする。 



16 

 

３ 前項の場合における損害賠償額は、甲乙丙協議の上、決定する。 

 

 

第６章 原状回復及び引継ぎ 

（本件業務の終了に伴う原状回復） 

第40条 丙は、占用期間の満了までには、原則として、工事の許可を受けた上で、道路の占用

をしている工作物、物件又は施設を除却し、道路を原状に回復しなければならない。 

２ 認定の取消しにより本件業務が終了する場合は、甲乙丙の協議の上、前項同様に道路を現

状に回復しなければならない。 

３ 前２項について、甲及び乙と協議の上、原状に回復する必要のないとしたものについては、

この限りではない。 

４ 第１項及び第２項の規定による原状回復に係る費用は、丙の負担とする。 

 

（引継ぎ） 

第41条 丙は、本件業務の終了に際し、新たな認定計画提出者に対する引継ぎの文書を作成の

上、新たな認定計画提出者に提出し、引継ぎを誠実に行わなければならない。 

２ 前項の引継ぎは、新たな認定計画提出者が業務を開始するまでに完了しなければならない。 

３ 第１項の規定による引継ぎに係る費用は、丙が負担する。 

４ 第１項の引継ぎは、新たな認定計画提出者が認定された日から数えて最長で３か月間継続

するものとする。具体的な引継ぎ方法については、別途年度協定にて定める。 

 

第７章 補則 

（重要事項の変更届出） 

第42条 丙は、定款、寄付行為その他これに相当するもの、主たる事務所の所在地又は代表者

等に変更があったときは、遅滞なく甲に届けなければならない。 

 

（連合体に関する特約） 

第43条 甲乙丙の関係及び丙の代表者と構成員との関係については、連合に係る基本協定特約

事項に定めるところによる。 

 

（準拠法） 

第44条 本基本協定及び年度協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈

されるものとする。 

 

（補則） 

第45条 本基本協定及び年度協定に定めのない事項については、大阪市契約規則（昭和39年大
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阪市規則第18号）及び大阪市会計規則（昭和39年大阪市規則第14号）に従うものとし、その

他は必要に応じて甲乙丙の協議の上、決定する。 

  

 

 

 

 

本基本協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、甲、乙

並びに丙の代表者及び構成員が各自１通保管する。 

 

 

令和７年 月  日 

甲 大阪市北区中之島１−３−20 

        大阪市 

道路管理者 大阪市長 横山 英幸 

 

 

乙 大阪市北区中之島１−３−20 

        大阪市 

契約担当者 計画調整局長 山田 裕文 

 

 

                丙 所在地 

                  法人等の名称 

                   代表者氏名 
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別表一覧 

 

 

別表１ 【利益の残余の納付期限】 

 

 

 

別表２【文書等の保存】 

 

※保存年限「１年」のものは、作成年度の翌年度末まで保存 

※保存年限「５年」のものは、作成月の５年後の月末まで保存 

※保存年限「常用後５年」のものは、認定期間中は常用期間として管理し、常用期間終了後、

当該文書の保存期間に合わせて保存すること。 

 

 

 

 

  

事業年度 納付期限 

１年度 令和８年８月 31 日 

２年度 令和９年８月 31 日 

３年度 令和 10 年８月 31 日 

４年度 令和 11 年 8 月 31 日 

文書等名称 保存年限（※） 

○○の●●に関する書類 1年 

△△△に関する書類 5年 

■■協定書 常用後5年 
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別表３ 負担区分一覧表 

段階 リスクの種類 内容 
負担者 

甲（乙） 丙 

共通 

法令等の変更 丙が本件業務に影響を及ぼす法令等の変更 協議事項 ※５ 

第三者賠償 

本件業務の実施や公募対象歩行者利便増進施設等の

設置・管理運営において丙の要因で第三者に損害を

与えた場合 

 ○ 

本件業務の実施や公募対象歩行者利便増進施設等の

設置・管理運営において甲（乙）の要因で第三者に

損害を与えた場合 

○  

資金調達 必要な資金の確保  ○ 

物価 
収支計画に多大な影響を及ぼす場合  ○ 

占用許可後のインフレ・デフレ  ○ 

金利 金利変動  ○ 

不可抗力 
自然災害等による本件業務の変更、中止、延期 

※１ 
協議事項 ※５ 

本件業務の 

中止・延期 

甲（乙）の責任による遅延・中止・延期 ○  

丙の責任による遅延・中止・延期  ○ 

丙の業務放棄・破綻  ○ 

申請 

段階 
申請コスト 申請又はそれに付随する費用の負担  ○ 

準備 

段階 
引継ぎコスト 

公募対象歩行者利便増進施設等の引継ぎ(丙の準備

を含む。)費用の負担 ※２ 
 ○ 

設置 

及び 

管理 

運営 

段階 

公募対象歩行者

利便増進施設等

の設置 

公募対象歩行者利便増進施設等の設置工事  ○ 

施設・事業競合 競合施設・事業者による利用者減、収入源  ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況  ○ 

本件業務にかか

る経費の膨張 

甲（乙）以外の要因による本件業務経費の膨張  ○ 

甲（乙）の要因による本件業務経費の膨張 ○  

収益向上に向けた必要経費やその他本件業務のため

に必要な経費と認められない経費 
 ○ 

地下道等工事や地上歩道工事の計画変更に伴い収支

計画に影響を及ぼす場合 
協議事項 ※５ 

収支計画に多大な影響を及ぼす場合 協議事項 ※５ 

収益活動におけ

る利益の取扱い 
利益が一定以上となった場合 協議事項 ※５ 

道路施設等の損

傷 

道路施設、設備の損傷 ※３ 協議事項 ※５ 

管理上の瑕疵等、丙の責めによるもの  ○ 
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※１ 不可抗力（自然災害等） 

・不可抗力とは、天災、感染症等の拡大その他自然的又は人為的な事象であって、外部から生

じた原因でありかつ丙及び甲がその防止のために相当の注意をしても防止できないものをい

う。 

・道路施設・設備が復旧困難な被害を受けた場合、本件業務の全部の停止を命じることがある。 

・復旧可能な場合の復旧に要する経費については、甲丙で協議する。 

・災害発生時に当該施設が市民の避難場所やボランティアの活動拠点となる場合、災害対応の

ために本件業務の全部又は一部の停止を命じることがある。 

・甲（乙）は、自然災害等不可抗力による丙の広告収入等の減少等による減収について一切責

任を追わない。また、丙に対する休業補償は行わない。 

 

※２ 新たな認定計画提出者への引継ぎにかかる対応 

・新たな認定計画提出者が認定された時は、甲（乙）の指示する事項について、その者への引

継ぎを誠実に行わなければならない。 

・引継ぎの実施にあたっては、丙及び新認定計画提出者の双方が、それぞれに必要な費用を負

担するものとする。 

 

※３ 道路施設・設備の維持管理に伴う施設等の損傷リスクへの対応 

①道路施設・設備の巡視・点検・日常管理は丙が行い、（大規模）修繕等は甲が行う。 

 ここで定める日常管理とは、歩道舗装面の破損（穴ぼこ、陥没、盛り上がり）の修繕（常温

合材による応急修繕）や道路施設の破損時における安全のための応急処置（三角コーンの設

置）である。修繕等とは、歩道平板の修繕など、上記以外の内容である。 

②丙は本件業務の清掃時等に道路施設・設備の巡視・点検を行い、異常及び危険箇所等を発見

債務不履行 甲（乙）の認定計画・協定内容の不履行 ○  

性能リスク 

甲が要求する道路施設等の維持管理の水準及び公募

対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずる道路

交通環境の維持等の措置の水準の不適合に関するも

の 

 ○ 

損害賠償 道路施設・設備の不備による事故 ※４ 協議事項 ※５ 

管理リスク 

公募対象歩行者利便増進施設等の施設管理上の瑕疵

による事故 ※４ 
協議事項 ※５ 

道路施設・設備の不備又は公募対象歩行者利便増進

施設等の施設管理上の瑕疵及び火災等の事故による

臨時休業等に伴うもの 

 ○ 

占用期間終了時の原状回復に要する経費  ○ 

本件業務の実施範囲における道路利用者等及び当地

区の関係者等からの苦情等対応 
 ○ 

復旧 

段階 
原状回復 

イベント等実施後や認定期間終了に伴い、本件業務

により設置した施設等の原状回復及びそれに要する

経費 

 ○ 
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した場合は甲に報告を行うこととする。 

③道路施設等にかかる大規模改修・大規模補修については、甲が実施する。ただし、その原因

が丙の管理の瑕疵によるものであれば、丙の負担により、丙が実施することになる。 

④上記①ないし③に関わらず、補修・修繕等の原因が丙の管理の瑕疵によるものである場合は、

丙の負担により、丙が実施する。 

⑤上記①ないし④に関わらず、甲と丙は、協議のうえ、甲及び丙にやむを得ない事情があると

双方認める場合には、上記①ないし④とは、異なる取扱を行うものとする。なお、この場合

には、別途覚書を締結する。 

⑥道路施設等において、補修・修繕等の実施により生じた財産は、甲に帰属する。 

⑦道路施設等の日常管理にかかわって必要な消耗品は丙において適宜補充、交換すること。 

⑧甲は丙に対する休業補償は行わない。 

 

※４ 道路施設・設備の不備又は公募対象歩行者利便増進施設等の管理上の瑕疵による事故へ

の対応のため、丙はリスクに応じた保険に加入すること。道路施設・設備の不備によるも

のである場合は甲が、丙の管理の瑕疵による道路施設・設備の不備によるものは丙が対応

する。 

 

※５ 協議事項としたものについては、甲、乙及び丙が当該事項について調整し、双方に合意

のもとで決定するものとする。 

 

 


